
平成２９年度 第３回宮古島市教育委員会（臨時会）議事日程

平成２９年８月７日（月） 午前９時 開議

城辺庁舎２階インキュベート室

日程第１ 会議録署名委員の指名について

日程第２ 議案第12号 「 仮称）城辺地区統合中学校」の設置に係る候補地選（

定について

日程第３ 報告第４号 臨時代理処分の承認について（宮古島市内県立学校生徒

の派遣に関する楽器輸送費補助金交付要綱について）

日程第４ その他



議案第 号12

「 仮称）城辺地区統合中学校 （以下、統合中学校）の設置に係る候補（ 」

地選定について

次のとおり統合中学校の設置に係る候補地を選定することについて、議決を求め

る。

設置候補地 宮古島市立西城中学校

宮古島市城辺字西里添１０８０番地

平成２９年８月７日

宮古島市教育委員会

教育長 宮國 博

提案理由

、 、統合中学校の設置に係る候補地選定について 議決を求める必要があるため

本案を提出します。



資料１

「 仮称）城辺地区統合中学校」の設置に係る候補地選定（

関連資料

・ 城辺地区統合中学校用地選定について ・・・ １

・ 城辺地区統合中学校用地選定に係る

審議結果について（答申） ・・・ ３
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報告第４号

臨時代理処分の承認について（宮古島市内県立学校生徒の派遣に関する楽

器輸送費補助金交付要綱について）

上記案件については、宮古島市教育委員会の権限に属する事務の一部委任等に

関する規則第２条の規定により宮古島市教育委員会へ付議する事項となっている

が、教育委員会に付議する暇がないため、同規則第４条の規定により臨時に代理

することとしたのでこれを報告し、承認を求める。

平成２９年８月７日

宮古島市教育委員会

教育長 宮國 博



別紙

宮古島市内県立学校生徒の派遣に関する楽器輸送費補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、宮古島市内の県立学校に在籍する生徒が、学校教育活動の

一環として、市外及び県外で開催される文化的活動の大会、コンクール、コン

テスト（以下「大会等」という｡）に派遣される場合に要する楽器輸送費に対

し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、宮古島

（ 。 「 」 ）市補助金等交付規則 平成 年宮古島市規則第 号 以下 規則 という｡17 48

に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。

（補助金の交付対象者）

第２条 補助金の交付対象は、次に該当する者とする。

( ) 市内の県立学校に在籍する生徒のうち、市外及び県外で開催される大会1

等に派遣される者

( ) その他、学校教育活動の一環として実施される大会等に出場し、教育長2

が特に必要があると認める者

（補助対象経費等）

第３条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額（以下「補助対象経費」と

いう｡）は、別表第１のとおりとする。ただし、大会主催者等から補助対象経

費に対し補助がある場合は、当該補助に相当する額を補助対象経費の額から除

くものとする。

（補助金の交付申請者）

第４条 補助金の申請及び実績報告に関する手続きは、補助対象者の委任を受け

学校長（以下「申請者」という ）が行うものとする。。

（補助金の交付申請）

第５条 申請者は、補助金交付申請書（様式第１号）を教育長へ提出しなければ

ならない。

（補助金の交付決定）



第６条 教育長は、申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助

事業の目的及び内容が適正であると認めるときは、速やかにその決定内容につ

いて、補助金交付決定通知書（様式第２号）を申請者に通知しなければならな

い。

（補助金等の実績報告）

第７条 申請者は、教育長から補助金の交付決定通知があり、かつ補助事業が完

了したときは、補助金実績報告書（様式第３号）を速やかに教育長へ提出しな

ければならない。

（補助金等の額の確定等）

第８条 教育長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を

受けた場合においては、報告書等の書類の審査により、その報告に係る補助事

業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するも

のであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の

額を確定し、補助金交付確定通知書（様式第４号）により申請者に通知しなけ

ればならない。

（補助金の交付）

、 。第９条 教育長は 前条の規定により確定した額の補助金を交付するものとする

（補助金の返納）

第 条 申請者は、補助金の交付完了後、補助金の額の確定後に第３条に定め10

る補助金の額を超えて交付を受けた場合、返納の理由を明記の上、速やかに補

助金の返納手続を行わなければならない。

附 則

この告示は、公布の日から施行する。

別表第１（第３条関係）

補助対象経費 補助金の額

大会派遣に要する楽器輸送費 楽器輸送に係る経費の実費相当額。

ただし、一校あたり５０万円を限度とする。


